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1 件名 

SNRI用データ集計システムの整備 

 

2 目的 

本仕様書は、公益財団法人核物質管理センター（以下「センター」という）情報解析課

が所管する業務用ウェブアプリケーションソフトウェア（以下「業務ソフト」という）で

あるSNRI用データ集計システムの機能改善について、受注者に請負わせる為の仕様につい

て定めたものである。 

 

3 納入場所 

〒319-1106 

茨城県那珂郡東海村白方白根 2-53 

センター 東海保障措置センター内指定場所 

 

4 納期 

2027 年 3 月 26 日(金) 

 

5 作業内容 

受注者は以下の(1)から(4)に示す作業を行うこと。 

(1)動作環境変更 

技術仕様書に定める範囲について、.NET Framework から.NET へ変更する。 

(2)要望対応 

技術仕様書に定める要望事項について、プログラムの改修を行う。 

(3)設計書作成 

新規に設計書作成を行う。設計書はセンター情報解析課が指定する様式を使用する。 

(4)データ移行 

    要望対応に伴いデータ形式が変換されるため、再取込みを実施する。 

 

 

※上記改修作業に係る既存システムの構成及び作業内容の詳細については、別紙として添付

した「技術仕様書」のとおりとする。 

 ※上記改修作業以外で確認された不具合については、センター情報解析課に報告のうえで原

則として対応するものとするが、その程度に応じて協議の上で決定するものとする。 

 

6 試験・検査 

開発試験要領書、および現地試験要領書に従って試験を実施し、プログラムが正常に

動作することを確認すること。尚、上記試験要領書は、事前にセンター情報解析課に提

出して承認を得ること。本番環境での試験にあたっては、センター情報解析課内の開発

環境で実施した試験の合否を示す一覧表と、その根拠となるエビデンス（キャプチャ等）

を合わせて提出し、了承を得た上で実施するものとする。 
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7 業務に必要な資格等 

(1) 資格 

① 受注者は、品質に関する国際規格（ISO9001）又は日本工業規格（JIS Q 9001）に

準じた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善して

いること。 

② 受注者は、情報技術－セキュリティ技術に関する国際規格（ISO/IEC 27001）又は

日本工業規格（JIS Q 27001）に準じた情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）を確立し、実施し、維持し、継続的に改善していること。 

(2) 技術能力 

① 作業にあたる技術員には、プログラミング言語C#を用いたアプリケーション、及

び、データベース・システムMSSQL、IISを用いた開発・移行に相当する経験が5年

以上ある者を充てること。 

② 受注者は核物質の情報解析技術に関する知見、及び、情報解析に関連するシステ

ムの開発経験を有すること。 

 

8 支給品及び貸与品 

(1)支給品 

なし 

(2)貸与品 

業務ソフトのソースコード一式をセンター情報解析課から受注者に貸与する。 

開発及び本番環境（業務ソフト、DB 等）についてはセンター内指定場所に限り利用可

能とする。 

 

9 提出書類 

提出する書類を以下の表に示す。提出は、全ての作業終了時に一式を電子媒体で提出する

ものとし、紙媒体での提出は部数に記載のあるもののみとする。電子化が困難な書類につい

てはセンター情報解析課と協議の上で決定するものとする。 

なお、確認時期とは次の工程へ進むために当該工程における成果物（書類又はキャプチャ

等のエビデンス）をセンター情報解析課へ提示する時期であり、提出時期とは納品物として

最終成果物を提示する時期である。但し、作業工程により確認時期が前後する場合は、セン

ター情報解析課の了承を得て適切な時期を調整するものとする。 

 

書 類 名 確認時期 提出時期 部数 

① 作業実施体制表 契約締結後速やかに 納期までに 1 

② 情報セキュリティ管理計画書※1 契約締結後速やかに 納期までに 1 

③ 作業工程表※２ 契約締結後速やかに 納期までに 1 

④ 今回改修内容説明書※３ 開発開始前まで 納期までに － 

⑤ 開発試験要領書※4 開発試験開始2週間前まで 納期までに － 

⑥ 開発試験結果（エビデンス） 開発試験終了後2週間以内 納期までに － 

⑦ 現地適用手順書※7 開発環境適用1週間前まで 納期までに － 
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⑧ 現地試験要領書※5 開発環境試験開始2週間前まで 納期までに － 

⑨ 現地試験結果（エビデンス）※6 開発環境試験終了後速やかに 納期までに － 

⑩ プログラム設計書※3 現地試験終了後3週間以内 納期までに － 

⑪ インストールマニュアル※7 現地試験終了後3週間以内 納期までに － 

⑫ ソース・プログラム － 納期までに － 

⑬ 作業進捗報告書 2週間ごと（作業完了まで） 納期までに － 

⑭ 打合せ議事録 その都度速やかに 納期までに － 

⑮ 課題管理表※8 その都度速やかに 納期までに － 

⑯ 情報セキュリティ管理報告書※１ 納期までに 納期までに 1 

（提出場所）センター 情報解析課 

 

※１ 情報セキュリティ管理計画書及び報告書については、センターから所定の様式を

提供するものとし、その他については特に定めはない。但し、設計書やマニュア

ルなどについては、新規作成するのが妥当と判断されたもの以外は既存の書式に

可能な限り準拠するものとする。 

※２ 作業工程が納品書類の「④今回改修内容説明書」～「⑪インストールマニュアル」

の順番で行われることを想定し、確認時期はレビューに要する期間を考慮して設

定している。開発手法によってはこれらを変更することも可能だが、それぞれが

確認を必要とする主旨を理解し、適切な工程と確認時期をセンター情報解析課に

提示して承認をうけること。 

※３ 今回改修内容説明書とは今回作業における対応の実施内容の設計書であり、プロ

グラム設計書とは既存の設計書のことでシステム全体の設計を記載したもので

ある。受注者は、今回改修内容説明書で今回の設計内容を説明し了承を得た上で、

その内容をプログラム設計書の必要な部分に反映するものとする。 

※４ 開発試験要領書とは、受注者の社内環境で行う試験に対して作成するものであり、

原則として今回開発における全項目・全機能を記載するものとする。尚、ここで

いう開発試験要領書とは、今回改修部分のみをとりまとめたものではなく、シス

テム全体の試験要領書に対して必要な部分を追記・修正したものである。実際の

試験では、受注者がその中から行うべき必要のある項目を抜粋して行うこととし、

今回開発において不要な試験項目については、試験結果のエビデンスに未実施で

あることを分かるように記載して提出ものとする。但し、既存の開発試験要領書

が十分に整備されおらず、追加・修正が困難な場合は、記載方法についてはセン

ター情報解析課と協議し作成方針の了承を得ること。 

※５ 現地試験要領書とは、開発試験要領書のうち現地で行うべき必要のある項目を抜

粋したものの他、現地でしか行えない試験（新旧比較やデータ移行、レスポンス

等の性能テスト）のことである。尚、開発試験要領書のうち現地で行わない試験

結果については、開発試験結果（エビデンス）と同じであることを受注者が保証

するものとする。 

※６ 現地試験結果（エビデンス）の取得対象環境はセンター情報解析課の開発系とす

る。但し、実データはキャプチャを含めて持ち出し不可のため、現地作業終了時
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にとりまとめた保存パス等を提供すること。 

※７ 現地適用手順書とは、今回の環境へ適用する場合の作業手順書のことであり、イ

ンストールマニュアルとは、新しいサーバ環境に１からシステムを構築する場合

の作業手順書のことである。例えば、現地適用手順書では受注者環境で構築した

データベースを現地環境にコピーする手順だとしても、インストールマニュアル

では受注者環境で構築する際に使用したコマンド等を記載し、作成するのに使用

したファイルやバッチ等の提供も行うものとする。 

※８ 課題管理表には、確認・調整手段にかかわらず全ての内容を記載すること。内容

に曖昧さが生じないことと残案件の一元化を目的とするため、打合せや電話によ

り口頭で応対したもの、議事録やメールなどの別媒体に記録されているものも含

めて、今回作業における課題は本資料で全て網羅できるように記載するものとす

る。 

 

10 検収条件 

「６．試験・検査」の合格、「９．提出書類」の提出、並びに、センター情報解析課が

仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 

 

11 契約不適合責任 

(1)受注者は、当該業務について仕様書及び契約内容等との不一致（以下「契約不適合」

という。）が発見されたときは、センターの当該契約不適合にかかる請求に基づき、受

注者の負担においてセンターが定めた期限までに、業務の再履行その他必要な措置を

執らなければならない。 

(2) (1)の請求は、センターが当該契約不適合を知った時から１年以内に不適合の内容を

受注者に通知する。ただし、当該契約不適合を知った時から５年を経過した場合もし

くは検収後１０年を超えて発見された契約不適合は除く。 

 

12 情報セキュリティの確保 

受注者は、本業務の遂行にあたり、「センター 情報セキュリティポリシー」、「情報管

理規程」及び「情報管理要領」（以下「情報セキュリティ関係規程」という。）に準拠した

情報セキュリティを確保するものとする。特に、以下の点に留意すること。 

(1) 受注者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法

及び管理体制についてセンター担当者に書面で提出すること。  

(2) 受注者はセンター担当者から管理情報を提供された場合には、当該情報の区分に応

じて適切に取り扱うための措置を講じること。また、提供されたことを証明する書

類を提出すること。 

(3) また、本業務において受注者が作成する情報については、センター担当者からの指

示に応じて適切に取り扱うこと。 

(4) 受注者は、センターからの指示に応じて、情報セキュリティ対策に関する監査を受

け入れること。 
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(5) 受注者は、センター担当者から提供された管理情報が契約終了等により不要になっ

た場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、本業務において受注者が作成

した情報についても、センター担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。な

お、返却又は破棄したことを証明する書類を提出すること。 

(6) 受注者は、センター内での作業や提出資料として電子媒体を使用する場合、事前に

ウィルスの感染等問題ないことを確認したうえで使用すること。また、それを証明

する書類を提出すること。 

(7) 受注者は、本業務の終了時に、当該業務で実施した情報セキュリティ対策を報告す

ること。 

(8) センター計算機室で作業する場合、受注者はスマートフォンなどの記憶媒体を持ち

込めないこととする。ただし、センターが許可し、センター立会者の許可の下使用

する場合はこの限りではない。 

(9) 受注者は、USB 等の外部媒体を使用する場合はセンターが指定するものを利用し、

センターの敷地内での利用に限定し、外部に持ち出さないこと。 

(10) 受注者は、システムを構成するソフトウェアのバージョンアップや脆弱性対策の必

要性が確認された場合には、センターに報告の上で対応を協議し、必要に応じて適

切な対策を講じること。 

 

13 特記事項 

(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技

術情報、成果その他のすべての資料及び情報をセンターの施設外に持ち出して発表も

しくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはで

きない。ただし、あらかじめ書面によりセンターの承認を受けた場合はこの限りでは

ない。 

(2) 受注者は異常事態等が発生した場合、センターの指示に従い行動するものとする。 

(3) 受注者は、本業務により作成するプログラム設計書、ソース・プログラム及びその他

の成果物に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を

センターへ無償で譲渡するものとし、著作者人格権を行使しないものとする。 

(4) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じ

た場合は、センターと協議の上、その決定に従うものとする。 

(5) 作業にあたり、センター情報解析課との間で適時に十分な打合せを行うとともに作業

の進捗状況をセンター情報解析課に随時報告する。 

以上
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技 術 仕 様 書 

 

1. 概要 

本書は、業務ソフトのプログラムの改修作業の詳細を記載したものである。 

 

2．作業内容 

 情報解析課で所有する業務システムは、言語のサポート期限の対策、保守効率の向上、及びレガシ

ー化したシステムの見直しを行う目的から、動作環境を.NET Framework から.NET へ変更し、その他

各種機能の見直しと設計書の再作成を行う。 

 

① 動作環境変更 

.NET Framework から.NET への変更 

② 要望対応 

・不要機能の削除とメニューの見直し 

・インプットデータの登録方法の改良 

・品質チェック機能の不具合対応 

・CSV 出力仕様の見直し 

③設計書作成 

対応した設計書の作成。 

設計書のフォーマットはセンター情報解析課が定める規定の様式とし、原則としてそれ以外の

フォーマットは認めないものとする。規定の様式は以下の通り分類される。 

 基本機能、外部連携機能、データベーステーブル、入出力ファイル、 

画面、帳票、試験要領書 

④データ移行 

品質チェック機能の不具合の影響で過去データの一部が未取込みであること、対応に伴い DB

フォーマットを変更することから、登録データを再取込みする。 

  ファイル数：約 14000 データ数：約 106 万件 （2026 年 2 月末時点。約 15 年分） 

 

 

なお、一連の対応について、動作試験の進捗及び品質の状況は適宜センター情報解析課へ報告

すること。 

また、原則として実際のデータは貸与できないことから、調査にあたって十分な現地確認を実

施するものとし、テストデータは受注者が用意すること。但し、簡易的なサンプルデータにつ

いてはセンター情報解析課にて準備し提供する。 
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3．業務ソフトの構成 

 

3-1 インストール対象 

 センター情報解析課が指定する２つの環境（運用系、待機系）に対して実施する。 

 

3-2 変更対象 

 変更を行うソフトは次に示すとおり。 

    １．SNRI 用データ集計システム 

 

3-3 動作環境 

 動作環境は次に示すとおり。下線部分は変更箇所を示している。 

 ＜現環境＞ 

① サーバの OS  ：Windows Server 2019 

② クライアント PC の OS   ：Windows 11 

③ 開発言語    ：C＃ 

④ 動作環境    ：.NET Framework 3.5 

⑤ DB    ：Microsoft SQL Server 2019（互換性レベル 130） 

⑥ Web サーバ   ：IIS10.0 

⑦ Web ブラウザ   ：Edge 

 ＜開発環境＞ 

⑧ サーバの OS  ：Windows Server 2019 

⑨ クライアント PC の OS  ：Windows 11 

⑩ 開発言語    ：C# 

⑪ 動作環境    ：.NET(8.0 以降) 

⑫ DB    ：Microsoft SQL Server 2019（互換性レベル 150） 

⑬ Web サーバ   ：IIS10.0 

⑭ Web ブラウザ   ：Edge 

 

3-4 データベース定義 

現在定義されている情報は次に示すとおり。 

①SNRI 用データ集計システム 

  テーブル数：15  項目数：395 

 

3-5 プログラム情報 

 プログラムのうち、主要なファイルの内訳は次に示すとおり。 

尚、現在未使用のファイル、及び改行やコメント行も含んでいる。 

・cs   89 本（約 72000 行） 

    ・aspx 36 本（約 6000 行） 
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3-6.主要画面構成 

主要画面構成は次に示すとおりであり、サブウインドウやポップアップ、軽微な処理画面等の情

報は含まれていない。 

 

＜業務ソフト概要＞ 

本システムは、短期通告ランダム査察(SNRI)を実施するための Mail Box データ（施設者情報）に

問題がないかの品質チェックを行い、査察時に必要とされる検認情報の集計・出力等の処理を行

なうシステムである。 

品質チェックの主な内容は、Mail Box データが同一資源の異動がある度に新規データを記録する

構造であることからその連続性をチェックするものであり、例えば発生データがないのに出庫デ

ータが登録されていないかなどの確認を行うものである。 

 

＜画面構成＞ 

Ａ）ログイン画面 

 ユーザー情報を入力し、MBA 選択画面へ移動する。 

  

 

Ｂ）メインメニュー画面 

各業務を選択する。 

赤枠部分は初期状態では表示されず、最上段の各業務ボタンを選択した場合に表示される。 

  

 

Ｃ）MBA 選択画面 

今回処理する MBA を選択する。再度選択するまで、同じ MBA で処理を行う。 

 

 



 

- 4 - 
 

Ｄ）Mail Box データ 

 

・Mail Box データ登録画面 

ファイル読込ボタンを押下すると、読込画面に移動して取込み対象を選択できる。ファイルを選

択後、品質チェックを行いデータの登録処理を行う。 

  

 

・Mail Box データ読込画面 

 読込対象ファイルを選択し、取込み有無をチェックする。 
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・Mail Box データ検索画面 

取込み済みデータの検索を行い、データ内容の照会と検索結果のダウンロード（CSV 形式、Mail 

Box 形式）ができる。 

  

 

・Mail Box データ照会画面 

 選択したデータの照会を行う。編集等はできない。 

  

 

 

Ｅ）検知確率計算 

「検知アイテム情報登録」「検知アイテム情報検索」「検知確率集計・計算」のいずれも削除対象

のため、掲載は省略する。 
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Ｆ）データ集計 

 

・受払データ 

対象期間に移動してきたデータを抽出し CSV 出力を行う。 

抽出した CSV は他システムとの連携に使用される。 

  
 

・在庫データ 

対象期間内に在庫として存在しているデータを抽出し CSV 出力を行う。 

抽出した CSV は他システムとの連携に使用される。 

  

 

 

・ICR 受払データ登録、ICR 受払データ照合、統計データ集計、レジデンスチェック 

 削除対象のため、掲載は省略する。 
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Ｇ）マスタ管理 

 

・施設情報設定 

施設ごとの情報を登録・編集・検索する。登録データは、Mail Box データ登録画面の品質チェッ

クで使用される。 

  
 

・Working Day 

施設ごとの稼働日を登録する。登録データは、Mail Box データ登録画面の品質チェックで使用さ

れる。 
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・ユーザー管理 

 ユーザーの登録・修正・削除を行う（管理者権限のあるユーザーのみが実行可能） 
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4．要望対応 

改修における要望対応の概要について以下に示す。詳細については受注後の打合せで説明を行う

ものとする。尚、事前調査等で認識している情報を記載したものであり、プログラムを解析して設計

情報を取りまとめたものではないことから、改修にあたっては受注者の責任においてプログラムを

調査解析し、必要とされるプログラム及び DB の改良仕様を検討して提示し、センター情報解析課の

承認を受けて改修するものとする。 

また、記載内容以外で発見された既存の不具合については、原則としてすべて改修するものとす

る。但し、程度に応じて別途協議の上で決定する場合もあるものとする。 

 

 

4-1 動作環境変更 

現在.NET Framework3.5 で動作しているため、.NET で動作するように改修する。 

なお、非互換となったプログラムを変更する場合、今後非互換の発生率低減が期待されるプログ

ラムがあるかを検討して提示するものとする。提示内容が一部動作及び表示内容に変更があっても、

運用上で支障ないことをセンター情報解析課が判断できれば採用して対応するものとする。 

 

 

 

4-2 機能削除 

 現在使用していない機能があるため、これらの機能を削除する（DB 修正・削除を含む）。 

  

 ＜対象機能＞ 

  ・MBA 選択 

  ・検認アイテム情報登録 

  ・検認アイテム情報検索 

  ・検知確率集計・計算 

  ・ICR 受払データ登録 

  ・ICR 受払データ照合 

  ・統計データ集計 

  ・レジデンスチェック 

  ・パスワード変更 

  ・ログ表示 
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4-3 MBA 選択機能の変更 

 4-2 において MBA 選択画面を削除するため、今後は初期設定を行わず、各画面の MBA 欄でプルダウ

ン選択ができるように対応する。 

  

        プルダウンで選択可能にする。 

 

 

4-4 ログ機能の変更 

 4-2 でログ表示機能を削除することに伴い、従来の内容をトレースログとして出力するように対応

する。但し、現状のログにどのような内容が出力されているのかを把握できていないため、問題発生

時に適切に状況を把握できないと判断される場合には、必要最低限の追跡ができるように出力内容

の追加又は削除を行い調整するものとする。 

 

 

4-5 メインメニュー変更 

 4-2 で一連の機能を削除したことに伴い、直感的に利用できるようにメインメニューを変更する。 

 （イメージ） 

    
 

 

4-6 メニューバーの削除 

 4-5 の対応に伴い、各画面で上部に表示されていたメニューバーも不要となるため削除する。 

 ＜削除部分＞ 

  

 

 

※ユーザー管理は、管理者ユーザーの場合のみ表示させる 
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4-7 ユーザー管理テーブルの変更 

 現在のユーザー管理テーブルを確認したところ、画面上には未表示のユーザーID という項目が存

在している。ユーザーID は自動付番される連番で、各テーブルに更新ユーザーとして記録されるが、

操作者はログイン ID しか認識していないので、いざデータを確認する場合などに判別しづらい。 

今回、ユーザーID を削除してログイン ID のみとし、他システムに準じてログイン ID をユーザー

ID と改名する。また、各 DB に記録される更新 ID も同様に変更する。また KEY 項目としての必要な

対応を実施する。 

  

 

日本語項目 属性 桁数 KEY 

ユーザーID Int - 〇 

ログイン ID Char 20  

パスワード Char 20  

ユーザー名 Char 30  

権限 Int -  

登録日 Datetime -  

更新日 Datetime -  

         ↓変更後 

日本語項目 属性 桁数 KEY 

ユーザーID Int - 〇 

ログイン ID → ユーザーID Char 20 〇 

パスワード Char 20  

ユーザー名 Char 30  

権限 Int -  

登録日 Datetime -  

更新日 Datetime -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB にだけ存在する 

ユーザーIDは画面上にない 

ユーザーID は削除。 

ログイン ID を改名。KEY 項目へ。 



 

- 12 - 
 

4-8 Mail Box データ照会画面の修正 

 Mail Box データについて、照会画面での項目に過不足があるため修正を行う。不要項目について

は、DB からも削除する。現行データは全て Null の為、削除のみで支障ない。 

 ＜不要項目＞ 

  Clock 日付 

   Clock 時間 

 ＜必要項目＞ 

  ４項目（日付タイプ） 

  

 

 

4-9 Mail Box データの登録方法の改良 

 Mail Box データ登録画面での一連の登録方法が直感的に理解しづらいことから、全体の処理工程

の見直しを行う。 

 

＜現在の動作＞ 

  

     

  

 

初画面で「ファイル読込」を押下して

次画面へ移動 

次画面では、ファイルを読込

み、ファイルのチェック後「登

録」を押して初画面に戻る。 

（※登録は一時エリアへの意

味） 

初画面に戻って、品質チェックを実行した後、 

「データ登録」を押して完了。 

（※ここで Mail Box データとして登録される） 
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 つまり、画面は異なるものの、一連の動作な中で、 

  登録  ：一時的なテーブルへの保存 

データ登録 ：本来の Mail Box データのテーブルへの登録 

 と二つの登録があることと、各画面で異なるチェック処理があるために混乱し易いことから、こ

れらを一画面に集約して処理を行えるよう改良する。 

 

 ＜修正イメージ＞ 

 登録画面 

  

 

 読込画面 

  

 

 初画面である登録画面に、読込画面のファイル選択ボタンと読込検査結果ウィンドウを移植し、

読込済ファイルリスト欄を削除することで、読込画面自体を削除する。 

ファイル選択ボタンは１個とし、ファイルを Ctrl や Shift などを押下するなどの方法によってマ

ルチ選択が可能となるように対応する。 

読込検査結果ウィンドウはサイズを縮小して移植することを想定しているが、事前にメッセージ

内容を確認して適切なサイズを検討し、表示量が多い場合にはポップアップなどの別の手段による

対応も含めて検討して対応するものとする。 

ファイル読込ボタン、読込検査結果ウィンドウを移植。 

ファイルのマルチ選択機能を追加。 

読込済ファイルリスト欄は削除。移植な

し。（テーブルも削除） 
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 また、読込済ファイルリスト欄は削除し、この欄への出力用テーブルも削除する。但し、同一ファ

イルの取込済みチェック自体は必要のため、Mail Box データテーブルの項目である読込ファイル名

を使用してチェックする方法に変更するものとする。 

 

 

4-10 品質チェック機能の登録不具合対応 

 現在のシステム仕様では、Mail Box データ読込画面の品質チェックでエラーが発生した場合には、

データ登録ができない仕様になっている。 

しかしファイル仕様上では、誤データに対して修正データ「Delete」と「ADD」の二つを登録し、

３つのデータで修正内容を示すこととなっている。つまり、エラーが発生したデータを直接修正す

るわけではないことから、エラーではなくワーニング扱いとしてデータ自体は登録できるように対

応する。 

 

 

4-11 品質チェック機能の連続性チェック不具合対応 

 品質チェックにおけるデータの連続性チェックの仕様を変更する。データの連続性とは、日付順

に所定のデータタイプでデータを作成する規則のことであり、施設ごとに異なっている。 

システムでは、この判定を行うための複数コードと履歴ステータスを使用して約 100 通りのパタ

ーンについて判定を行っている。しかし、この履歴ステータスが異動内容を３回分しか保存できな

いことから、誤った処理を行ってしまう場合がある。 

このため、３回を超えて異動した場合でも、特に上限は定めずに正常に判定できるように対応す

る。また、現状の約 100 通りの組合せでは、コード同士の相関関係を判断しづらい他、類似した判

定や誤った内容があるため、これを適切に見直して簡潔にできるよう改良する。 

尚、関連する Mail Box データの連続性確認に関する概要を以下に示す。 

 

◇データタイプ（施設共通） 

  B：Birth  D：Death  R：Return  S：Ship 

◇修正コード（施設共通） 

   A：Add D：Delete 

◇データ順序（例：通常の場合） 

  B→D→S 

  B→R→B→D→S 

  B→D→R 

  B→D→R→D 

 ◇データ順序（例：修正がある場合） 

  B→D→S    修正データ発生 ⇒ B→B(DELETE)→B(ADD)→D→S 
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4-12 品質チェック機能の削除フラグ不具合対応 

品質チェックを実施すると、修正コード「Delete」の被修正対象となるデータにシステム独自項目

である「削除フラグ」をセットし、以後の処理対象外とする仕様となっている。しかし、「B→D→R→

D」の「D」のように同一データタイプが複数回発生し、且つその「D」に対して「Delete」が発生し

た場合に、すべての「D」について削除フラグを設定してしまう不具合が確認されている。 

このため、明確に対象を判定して被修正対象を処理対象外とできるように改良する。 

 

 

4-13 品質チェック機能の完了フラグ不具合対応 

 品質チェックを実施すると、システム独自項目である「完了フラグ」をセットして以後の処理対象

外とする場合がある。これは、使用を終えた容器を別の内容物で再利用する場合に、再利用前のデー

タは今後のチェックに影響しないことから、処理から除外するための仕様である。 

 しかし、実際の Mail Box データには再利用や完了を示す項目がなく、完了フラグを設定後に修正

コードが発生する場合もあるが、処理対象外のために被修正対象がないものとしてエラーになって

しまう。 

 このため、完了フラグの設定方法を見直し、再利用前のデータは正しく除外するとともに、修正コ

ードが発生しても正しく削除判定を行えるように対応するものとする。 

 

 

4-14 CSV の出力条件項目の見直し 

 システムのオリジナル項目で、データタイプごとの日付を格納する「BDATE」「DDATE」「RDATE」「SDATE」

があり、一連のデータで同じ値を格納して、在庫データや受払いデータの中手条件として使用され

ている。しかし、同じタイプのデータが二度以上発生した場合には正しくデータを保持できないこ

とから、正しい判定を行えない場合がある。 

このため、複数回同一データタイプが発生しても正しく履歴を保持するか、または一連であるこ

とを示すデータ項目を見直し、適切に検索が可能となるように対応する。 

  

 

 

以上 
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